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1. はじめに 

1.1. 統合標準について 

統合鉱業基準は、金属や鉱物の責任ある生産に関連する高レベルのパフォーマンスを推進し、

維持することに焦点を当てたグローバルスタンダードです。この基準を通じて、倫理的なビジ

ネス慣行や、労働者と社会の保護措置、社会的パフォーマンス、環境スチュワードシップの重

要な側面が進展し、外部から保証されるとともに、施設レベルでの個別のパフォーマンス領域

やそれに含まれる要件に照らして公的に報告されます。  

 

1.2. 統合された標準保証プロセス 
保証プロセスは、外部の保証プロセスと関連要件に関する詳細情報を提供します。これは、施

設および保証プロバイダーが統合鉱業基準に対する適合性を正確かつ一貫して検証できるよう

に設計されています。  

保証プロセスは、保証プロバイダーが外部保証を実施するための最低要件を定め、従うべきプ

ロセスを定義します。3 年ごとに再保証が必要となります。また、この文書では、施設が適格

かつ認定された保証プロバイダーを雇用するための明確で一貫したプロセスに確実に従うため

の要件と期待事項も特定しています。  

 

1.3. このプロセスの使用方法 

保証プロセスは、外部保証の実施に必要な指示を保証プロバイダーに提供し、プロセスを適切

に準備するための関連情報を施設に提供します。アシュアランス・プロバイダーは、このアシ

ュアランス・プロセスの要件を遵守して、統合鉱業基準に対する外部アシュアランスを実施す

る必要があります。  

第1章 
保証プロセスに関する施設、保証 プ ロ バ イ ダ ー

、事務局、国内委員会の役割と責任について説明します。 

第2章 

連結基準に関する外部保証を実施するための保証 プ ロ バ イ ダ ー

としての承認を取得し、維持するために必要な資格、能力、およびトレーニ

ングについて説明します。 
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第3章 
外部保証の計画、実行、および報告に関連する情報と要件、および保証プロ

バイダーが事務局に継続的な改善の提案を行う方法を提供します。 

第4章および

第5章 

統 合 鉱 業 基 準

の紛争解決プロセスと、施設、保証プロバイダー、またはその他のステーク

ホ ル ダ ー

が必要に応じて利用できる公開苦情処理メカニズムの概要を提供します。 

第 6 章 
保証監視プロセスの概要など、統合鉱業基準保証プロセスの品質を確保し、

継続的に改善するためのプロセスについて説明します。 

付録 

付録には、定義や、認められた保証プロバイダーの資格情報のリストが記載

されており、保証プロバイダーおよび施設に関するその他の文書やツールが

含まれている場合があります。 
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2. 役割と責任 

連結標準保証プロセスには 4 つの主要な事業体が関与しており、それぞれが特定の役割と責任

を持っています。 

A. 施設とその親会社 

B. 保証プロバイダー 

C. 事務局 

D. 国内委員会 

 

A. 施設とその親会社 

統合鉱業基準は、主に施設レベルで実施されますが、一部のパフォーマンス領域は、一部また

は全部が企業レベルで評価されます。  

施設には、会社の運営管理下にあり、通常は地理的に近接しているすべての業務活動（つまり

、鉱山、発電所、製錬所などの補助施設）のフットプリントが含まれます。 

 

保証プロセスを使用する際の施設の役割には、以下が含まれます。  

• 保証計画に従って内部リソースを利用可能にすることを含め、保証プロセスに対する

上級管理職のコミットメントとサポートを示す。 

• 該当するすべてのパフォーマンス領域について、毎年自己評価を行い、3 年ごとに外

部保証を受ける。 

• 統合鉱業基準に含まれる要件の遵守を示すための適切な証拠書類を維持します。  

• 統合鉱業基準の適用可能なすべてのパフォーマンス領域の証拠をアシュアランスプロ

バイダーに提出します。 

• 認定された保証プロバイダーと契約する。保証プロバイダーが決定したらすぐに、そ

の連絡先および保証予定日を含め、主任保証プロバイダーの事務局に知らせる。  

• 確立された連絡手段を使用して、影響を受けるステークホルダーや権利保有者に対し

、外部保証が実施されていること、彼らがどのように意見を提供できるか、外部保証

の結果がどのように使用されるかを通知する。この連絡は、外部保証の少なくとも

30 日前に行う必要があります。 
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• 労働者（従業員および請負業者）を含むステークホルダーと権利保有者の包括的なリ

ストを提供し、面談の選考プロセスに情報を提供する。 

• 保証プロバイダーを現地で受け入れ、労働者や、権利保有者、ステークホルダーとの

面談を手助けする。  

• 事実の正確性について、保証報告書のドラフトを確認する。  

• 必要に応じて、改善計画を作成し、公表する。 

• 結果および関連する請求については、統合鉱業基準 報告およびに関するポリシー(連

結標準報告および)に従って公表します。 

 

B. 保証プロバイダー 

保証プロバイダーは、保証活動を実施するために事務局によって認定された独立した当事者で

す。保証プロバイダーは、第 2 章に記載された基準に基づいて認定されます。  

保証プロバイダーには、次の責任があります。 

• 保証プロバイダー認定の申請プロセスを完了する。 

• 保証プロセスに従って外部保証を実施するという約束に署名する。 

• 事務局が提供するすべての必要な研修を修了する。 

• 保証プロセスの第 2 章で定義された認定を維持する。  

• 保証プロセスに合致した保証サービスを提供する契約を、施設またはその親会社と締

結する。 

• 国内委員会のガイダンスが存在する場合は、それを検討し、保証計画に組み込む。  

• 施設およびその親会社と協力して外部保証の準備を行い、施設保証計画を策定する。 

• 施設および親会社からの証拠書類を確認する。 

• 面談対象者リストに反映させるため、ステークホルダーと権利保有者のリストを確認

する。 

• 面談の目的や、彼らの意見がどのように使用されるかについて、ステークホルダーや

権利保有者に連絡し、情報を共有する。評価中にステークホルダーや権利保有者と面

談し、紛争解決プロセスへのアクセス方法について情報を共有する。 

• 現地では、必要な導入研修への参加や、必要な個人用保護具（PPE）の着用、サイト

固有のポリシーと手順の遵守など、施設の安全管理システムに従って行動する。 
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• 全体を通して施設と調整しながら、この保証プロセスと保証計画に従って施設の視察

を実施する。 

• テンプレート（付録C参照）に従って最終評価報告書を作成し、施設またはその親会

社および事務局に提出する。  

• 保証に関するを求めているものの、すべての面で「グッドプラクティスレベル」以上

を達成していない施設については、施設の継続的改善計画を見直し、特定されたギャ

ップに対処していることや、期限付きであること、上級管理職の署名を得ていること

を確認する。 

• 事務局または施設の代表者から要請があった場合は、保証監視プロセスに参加する。 

 

C. 事務局 

事務局の役割は、保証プロセスの一貫した実施を保証し、実施と品質管理を監督することです

。事務局は、アシュアランス・プロバイダーの認定プロセス、承認されたアシュアランス・プ

ロバイダーの公的登録簿の維持、評価結果の報告、および統合鉱業基準報告およびに基づく管

理を管理します。 

事務局は、保証プロセスの一貫した実施を支援するために、以下の責任を負っています。  

• 保証プロセスを設定、保守、更新する。  

• 保証プロバイダーの認定プロセスを管理し、必要な研修を提供する。 

• 参加施設の参加資格を確認する。 

• 承認された保証プロバイダーの公的登録簿を維持し、保証プロバイダーの資格要件が

継続的に順守されていることを監視する。 

• 保証計画と保証報告書を見直して、完全性および保証プロセスとの一貫性を確認する

。 

• この文書の要件に従って、施設保証報告書を確実に公表する。 

• 必要に応じて、統合鉱業基準およびこの保証プロセスに関するガイダンスと解釈を、

保証プロバイダーおよび施設に提供します。 

• 保証プロセスに準拠した方法で保証が実施されるよう保証監視プロセスを維持および

運用し、継続的な改善の機会を探る。 
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• ビジネスリスクに関するデューデリジェンス（制裁リストのスキャンなど）やメディ

アスキャンを実施し、それを保証プロバイダーに提供して、保証計画の準備を通知す

る。   

• 施設と保証プロバイダーとの間の保証プロセスから生じる結論に関する意見の相違に

対処するために、紛争解決プロセスを維持および運用する。 

• 基準に関するフィードバックや質問を受け取り、基準の適用および保証プロセスに関

する申し立てや、苦情、懸念を受け付けるための公開苦情処理メカニズムを維持およ

び運用する。   

• 保証プロセスの有効性を審査して、それが独自の目的と目的を満たしているかどうか

を評価し、特定された場合は、システム改善の実施を監督する。この審査では、永続

的な妥当性と適切性を確保するため、多様な背景を持つ関係者からの意見を考慮しま

す。  

• 参加施設が、別個の統合鉱業基準報告およびに基づいてを行う資格を確認および削除

します。 

 

D. 国内委員会  

国内委員会が設置されている管轄区域では、これらの委員会は、その管轄区域内の施設が規制

制度の遵守に基づいて特定のパフォーマンス領域またはパフォーマンス領域の一部を満たして

いるかどうかを判断するために、規制制度が有用な情報を提供しているかどうか、またどのよ

うに提供できるかを評価することができます。   

 

これらの評価が行われる場合、国内委員会は、規制制度の要件と、それらの規制の実施および

執行の両方を考慮に入れる必要があります。このアプローチには、統合標準の要件が世界中で

一貫して実施されることを保証するという利点がありますが、実装と保証の取り組みは、各管

轄区域で最大の価値を付加できる標準の要素に焦点を当てています。 
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3. 誰が外部保証を実施できるのか 

3.1. 保証プロバイダーの要件 

統合鉱業基準の信頼性にとって、資格を持ち、有能で独立した保証プロバイダーのみが外部保

証を行うことが重要です。以下は、保証プロバイダーが統合鉱業基準に基づく外部保証を実施

するための認定を受けるために満たさなければならない最低限の資格と要件を定めたものです

。個別またはチームとして、事務局によって統合鉱業基準の要件を満たしていると認定された

保証プロバイダーのみが、施設保証契約を引き受けることができます。事務局は、保証プロバ

イダーを認定し、保証プロバイダーの資格要件の継続的な遵守を監視し、保証プロバイダーの

認定を取り消すすべての権利を留保します。   

 

留意点： 

• 保証プロバイダーは、関連付けられている会社の一部としてではなく、個人として認定

されています。申請書は、個人、個人のグループ、または個人のグループを代表する企

業が提出できます。  

• 外部保証を実施する目的で、保証プロバイダーは、対象分野の専門知識、言語要件、管

轄区域の知識など、この保証プロセスに含まれるすべての要件を総合的に満たすチーム

を結成することができます。  

• これらの要件は、統合鉱業基準 の外部保証に固有のものです。施設がギャップ評価、自

己評価、または統合鉱業基準に関連するその他のコンサルティング業務を実施するため

に第三者を雇用することを選択した場合、資格と能力の要件を確立するのは施設の責任

です。 

• 施設は、最大 3 サイクルの保証に同じ保証プロバイダーを使用することができます。3

回目の保証サイクルの後、施設は、同じ会社または別の会社から、認定された保証プロ

バイダーの異なるチームを選択する必要があります。   

保証チームの規模や関連する作業レベルについて、決まった要件はありません。これらの決定

には、施設の複雑さや、施設の管理システムの成熟度、各保証 プ ロ バ イ ダ ー

の経験など、多くの要因が影響します。  

異なる企業の個人が評価チームを結成する状況では、保証チームが別段の定めをしない限り、

契約している保証プロバイダーが主任評価者と見なされます。 
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保証プロバイダーが追加の専門的な対象知識を必要とする場合があります。そのような場合、

保証プロバイダーは、認定された保証プロバイダーではない対象分野の専門家（SME）を雇う

ことができます。SME は顧問として従事し、認定された保証プロバイダーの直接の監督および

監視の下で作業する必要があります。  

保証契約は、独立した保証契約として、または統合鉱業基準と施設が適用する他の 1 つ以上の

基準の両方に対する統合保証契約の一部として完了することができます。統合的なアプローチ

が取られる場合、方法論とレポートは、この保証プロセスのすべての要件を満たす必要があり

、統合鉱業基準のすべての要素を網羅する必要があります。   

3.1.1. 保証プロバイダーの資格 

各保証プロバイダーは、少なくとも次の要件を満たす必要があります。 

1. 法人を代表している、または法人の組織構造内での関係または提携関係を明確に説明で

きる。 

2. 関連分野で大学の学位を取得している、または関連分野での技術的経験を証明できる、

あるいはその両方。関連分野とは、統合鉱業基準でカバーされている主題領域を指しま

す。この基準の対象となる主題の幅広さを考えると、これにはサステナビリティ関連の

幅広い分野が含まれます。  

3. 外部保証の提供、および保証プロセスに関連する環境や社会問題について最低 5 年の経

験がある。または、保証プロセスに関連する環境や社会問題について、少なくとも 10

件の完了した保証業務に関与したことがある。   

研修中の保証プロバイダー: 

保証プロバイダー候補者がこの経験要件を満たしていないが、他のすべての資格を満た

している場合、認定された保証プロバイダーの直接の監督の下で、研修中の保証プロバ

イダー（APT）として保証契約に参加することができます。APT のすべての作業は、資

格のある保証プロバイダーが指示および監督する必要があります。保証チームの規模を

管理可能な範囲に保つため、特定の施設レベルの保証業務には 1 名のAPTのみを参加さ

せることをお勧めします。APTの参加は、施設と協議して行う必要があります。   

4. 付録 Bに記載された監査研修の資格を 1つ以上保持している。以下のとおり独立性を証

明できる。 

a. 保証プロバイダーは、確実に客観性や機密性があり、利益相反がないようにする

ために、評価対象の施設および企業から独立している必要があります。つまり、

保証プロバイダーは、個人として、またはチームとして、監査対象の活動から独

立し、いかなる場合も偏見や利益相反のない方法で行動すべきであることを意味

します。 

b. 保証プロバイダーは、過去 3年以内に、本施設に直接雇用されていたこと、また

は本施設に対して統合鉱業基準の範囲に関連するコンサルティングまたはアドバ

イザリー・サービスを提供していたことがあってはなりません。 
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c. 保証プロバイダーは、評価の範囲内で、施設または企業との取引関係、財務上の

関係、または金銭的利益を開示しなければなりません。利益相反の可能性につい

ては、事務局が評価し、保証報告書で開示します。 

d. 保証プロバイダーは、保証プロバイダーまたはその会社が提供する他のサービス

を利用すると、外部の検証において優遇措置を受けられるという印象をいかなる

方法でも与えてはなりません。 

 

5. 保証プロバイダーは、最初の統合鉱業基準保証プロバイダー研修を完了し、評価(セク

ション 2.2および 2.3に説明)に合格する必要があります。その後、保証プロバイダーは

、この研修を少なくとも 3年に 1回）繰り返し実施し、事務局が提供する年次更新研修

および事務局の指示によるその他の研修に参加する必要があります。 

 

各施設レベルの保証について、保証プロバイダーチームのうち少なくとも 1人は、保証が実

施されている地域での勤務経験、および以下を含む関連知識や能力があることを証明する

必要があります。 

a. 可能な場合は、施設および周辺地域で使用される主要な言語の機能的習熟度。施

設との話し合いでは、この習熟度要件を満たすために、保証プロバイダーチーム

を補佐する翻訳者を使用することができます。 

b. 事業を行っている国の法的枠組みや社会経済的背景に関する一般的な理解。 

c. 先住民族の権利や、地域の状況、適切なコミュニケーションと関与の方法に関す

る理解。 

d. 高度な文化的認識。少なくとも 1人のチームメンバーが、現地の文化的考慮事項

についての理解を示さなければなりません。  

 

適切な専門組織が存在する場合、保証プロバイダーはそうした組織に登録し、そうした組織の

倫理規定を遵守することが奨励されます。  

事務局は、その裁量により、この保証プロセスで定義された監査人の資格要件に沿って、特定

のパフォーマンス領域、地域、業務の種類、または対象分野の専門知識についてのみ認定を受

けた保証プロバイダーを指定することができます。 
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3.2. 統合鉱業基準トレーニング  

3.2.1. 保証プロバイダー研修プログラム 

統合鉱業基準 保証プロバイダー研修は、促進されたワークショップ(仮想または対面)と自主的

なオンライントレーニングプログラムを通じて提供されます。研修には以下が含まれます。 

• 統合鉱業基準・プログラムの紹介。 

• 統合鉱業基準 保証プロバイダーの要件と期待の概要。 

• 統合鉱業基準 プログラムの最近または今後の変更に関する情報。 

• パフォーマンス領域と統合標準の要件の理解と解釈をサポートするためのプレゼンテー

ションとケーススタディの演習。 

• 説明を求める機会。 

3.2.2. 保証プロバイダー向けの更新研修 
事務局は、保証プロバイダーが統合鉱業基準と保証プロセスに関する最新情報を入手できるよ

うに、毎年少なくとも 1回の更新研修を開催します。この研修は、次の目的で使用されます。 

• 統合鉱業基準の関連する側面に対する変更を通知  

• 前年に一般的な解釈の質問が生じた場合は、それについて話し合う。 

• 保証プロバイダーの年間監視プロセスから得られた知見と推奨事項を共有。 

保証プロバイダーは、年次研修に先立って、統合鉱業基準に関する質問を提出することをお勧

めします。認定を維持するためには、更新研修に参加した証拠（リアルタイム参加または録画

による非同期参加）が必要です。  

3.2.3. 保証プロバイダー認定を維持する 
 
認定を維持するために、保証プロバイダーはすべての必須研修を完了する必要があります。こ

れには、少なくとも 3 年に 1 回の研修ワークショップ、事務局が提供する年次更新研修、およ

び事務局が指示するその他の研修が含まれます。  

事務局は、毎年、保証監視プロセスを使用して、保証プロバイダーのパフォーマンスを監視し

ます。  

事務局は、監視により以下に関する問題が特定された場合、保証プロバイダーの認定を一時停

止または取り消す権利を留保します。 
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• 保証プロバイダーによる保証プロセスポリシーの順守や、優れた品質保証サービスの実

施。 

• 保証プロバイダーによる必須研修への出席とパフォーマンス。 

• 保証プロバイダーの資格に対する違反、特に利益相反または関連する専門的倫理規定の

違反に関連するもの。 

 

4. 統合された標準外部保証プロセス 

4.1. 方法論 

外部保証プロセスの目的は、独立した第三者である保証プロバイダーに、施設が統合鉱業基準

の要件に適合していることを確認してもらうことです。  

保証プロバイダーは、文書と記録の確認や、労働者との面談、選ばれたステークホルダーや権

利保有者との面談、施設での観察など、証拠を収集および評価するために、認められた標準的

な保証方法に従って保証を実施する必要があります。これらの方法論には、保証契約中に機密

として提供された証拠の取り扱いと処理を含める必要があります。   

標準的な保証方法論として認められた 2 つの例として、ISO 19011 Guidelines for Auditing 

Management Systems（マネジメントシステム監査のための指針）と ISAE 3000 International 

Standard on Assurance Engagements（保証業務への国際保証業務基準）がありますが、他の

同等の方法論も採用される場合があります。保証プロバイダーは、他の公認の標準保証手法の

使用を事務局に示し、それを保証計画に記載する責任があります。  

統合鉱業基準に対する保証は、本文書のすべての要件が満たされている場合に限り、より広範

な保証契約の一部として実施することができます(例:他の基準や内部要件に対する保証を含む)

。 

図 1 は、保証プロセスの概要を段階的に示しています。 
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図 1保証プロセスの概要 
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4.2. 計画 

4.2.1. 申請 

施設は、事務局に申請書を提出することにより、保証プロセスを開始します。企業は、複数の

施設の申請を同時に行うことができます。` 

4.2.2. 施設申請の審査と受理 
事務局は、英国、米国、欧州連合、およびホスト国と自国の公的制裁リスト（入手可能な場合

）1のほか、事務局のビジネスインテグリティ義務に反する実際の、または想定される行動（マ

ネーロンダリング、賄賂、汚職、詐欺、経済犯罪、または法令遵守に対するその他のリスク）

を引き起こし、保証プロセスの実施を妨げる可能性のある施設に関する報告書の審査を行いま

す。   

上記のいずれかにより、施設が統合鉱業基準に参加する資格がないと判断された場合、特定さ

れた問題に対処するための状況に重要かつ検証可能な変更があった場合、施設は再申請するこ

とができます。事務局は、その時点で関連するすべての要素を考慮して、施設の再申請結果を

決定します。  

事務局が施設およびその親会社と取引関係を結ぶことを妨げる法的問題がない場合、事務局は

申請を受理し、施設は料金ポリシーに従って該当する保証料を支払います。保証プロセスの目

的上、関連書類に連署された日が開始日とみなされます。施設は、開始日から 9 か月以内に最

初の自己評価報告書を提出し、開始日から 18 か月以内に保証プロセスを完了し、保証報告書を

公表します。次回の保証業務は、開始日から 5 年目に開始されます（つまり、開始日は常に各

3 年間の保証サイクルの開始日となります）。 

4.2.3. メディアスキャン 

事務局は、統合鉱業基準の対象となる問題について、確立されたポリシーと手順に従って、施

設のメディアスキャンを実施します。施設がすでに統合鉱業基準に対する最初の保証を行って

いる場合、事務局は、苦情処理メカニズム(このメカニズムの詳細についてはセクション 5 を参

照)を通じて提起された問題で、施設または会社(存在する場合)に関連する問題をさらに検討し

ます。この研究の結果は、保証計画段階に情報を提供するための背景情報として検討するため

 
1注:見直される公的制裁リストは、統合基準および保証プロセスを監督する組織の所在地と法的構造が確立された後に確認されま

す。  
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に、施設によって選択された保証プロバイダーと共有されます。この研究は事実が検証されて

いないため、証拠とは見なされませんが、一般大衆の認識についての洞察を提供します。  

4.2.4. 保証プロバイダーの選定 

施設は、事務局が管理する認定保証プロバイダーの登録簿から、保証プロセスのための保証プ

ロバイダーを選定しなければなりません。ほとんどの評価には、保証プロバイダーのチームが

必要になることが予想されます。チームメンバーの 1 人が主任保証プロバイダーに指名されま

す。  

 

施設は、保証プロバイダーが決定し次第、事務局に通知するものとします。これは、事務局が

保証計画プロセスに情報を提供できるよう、十分な余裕をもって行われなければなりません。 

 

4.2.5. 保証計画 

保証の計画段階では、保証プロバイダーは施設と連携して背景文書を確認し、事務局が共有す

る情報を検討し、保証範囲や、手法、実施計画を決定するための机上調査を行います。計画段

階では、保証プロバイダーは、サンプリング戦略、ステークホルダーと権利保有者への面談、

および翻訳サービスの必要性に関連する決定を下します。このステップのアウトプットは、施

設と事務局の両方に提出するための保証計画書（以下の保証計画サブセクションを参照）とな

ります。事務局は、保証計画の完全性と [統合鉱業基準]の保証プロセスへの適合性について、

10 営業日以内に審査します。  

保証計画を作成するにあたり、保証プロバイダーは、文書の確認や、社内外のステークホルダ

ーとの連携、各パフォーマンス領域の証拠分析による自己評価結果の検証に必要な時間を考慮

する必要があります。  

保証プロバイダーは、該当するパフォーマンス領域に対する施設のパフォーマンスに関する証

拠を体系的に収集・分析するために、リスクベースのアプローチを取ることが求められます。

リスクベースのアプローチは、データの収集と分析を優先する最も適切な方法であると考えら

れています。詳細は「ISO 31000：リスク管理 – ガイドライン」をご覧ください。  

最初の書類審査の後、保証プロバイダーは、統合鉱業基準の要件を満たす施設の能力を脅かす

可能性が最も高いリスクを特定することを目的として、施設の運営や、事業活動、サプライチ

ェーン、背景を理解することが期待されます。  
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保証プロバイダーは、特定されたリスクが高いパフォーマンス領域の評価を優先するものとし

ます。これには、面談の増加や、データサンプリングの増加、対象分野の専門家の利用が含ま

れる場合があり、その結果、現場での時間が増える可能性があります。保証プロバイダーは、

保証方法の詳細な説明を報告書に含める必要があります。  

保証手法は、各パフォーマンス領域のサンプリング戦略に反映させるため、施設のリスクプロ

ファイルを考慮するものとします。リスクベースのアプローチでサンプリングプロセスに反映

させる際に、保証プロバイダーは、次のような関連性のある入手可能な情報を確認する必要が

あります。 

• 施設の最新の自己評価と裏付けとなる主な証拠。 

• 事業を行う国の規制環境。 

• 国内委員会のガイダンス（利用可能な場合）。 

• 施設のリスク登録簿。 

• メディアスキャンの結果 

• 施設の苦情登録簿（および事務局が受け取った苦情）。 

• 業界およびコモディティのリスクプロファイル(第三提供者から入手可能な場合、また

は統合鉱業基準によって開発された場合)。 

• 統合鉱業基準からのガイダンス。 

• その他の関連情報（たとえば、これには、法令遵守に関する問題の登録簿、他の最近の

研究や評価の結果が含まれる場合があります）。 

 

保証プロセスは、保証業務時の施設の管理システムやパフォーマンスに関する評価を提供しま

す。 サンプリング方法には、最新のデータと記録（つまり、過去 12 ヶ月間の運用）を含める

必要があり、施設のリスクプロファイルと調査対象の特定のパフォーマンス領域を反映するよ

う調整する必要があります。必要に応じて、保証チームの裁量により、サンプルを 1 つ以上の

パフォーマンスエリアに拡張して、特定の歴史的文書または記録を含めることができます。 

4.2.6. 運用境界を理解する 

保証計画が確実に施設のすべての必要な要素を網羅するように、保証プロバイダーは、自分が

施設の運用境界を理解していることを確認する必要があります。これには、追加のインフラや

、衛星施設、または以下の活動が含まれる場合がありますが、これらに限定されるものではあ

りません。統合された製錬および精製、製造または加工、発電施設、廃水処理、廃棄物管理施
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設、倉庫、発電所、港湾および船舶輸送、鉄道輸送または道路運搬、サテライト鉱山、または

管理事務所。境界に関する決定は、所有権や、運営権限、経営管理を考慮に入れて行われます

。 

 

4.2.7. 方法論とリスクベースの枠組みを決定する 

運用境界の決定に伴い、保証プロバイダーは施設と協力して、運用、インフラストラクチャ、

活動、および運用環境の種類により、パフォーマンス領域のいずれかが適用できない(NA)と見

なされるかどうかを判断するものとします。保証プロバイダーは、以下の保証計画の小見出し

で特定されているその他の利用可能な情報も考慮に入れる必要があります。保証プロセス中に

施設から提供された(および施設との話し合い)証拠に基づいて、適用できないと見なされたパ

フォーマンスエリアに対する施設の理論的根拠を確認することは、保証プロバイダーの役割で

す。 

 

4.2.7.1 該当しないパフォーマンス領域を特定する  
保証プロバイダーは、評価中に該当しないと見なされるパフォーマンス領域を評価する必要は

ありません。ただし、評価中に、このパフォーマンス領域が施設に該当する可能性があること

を示唆する事項が観察された場合は、施設と事務局にその旨を伝え、その観察結果を保証報告

書に含めることが求められます。  

4.2.7.2 保証プロセスのリスクベースパラメータを定義する 
該当するすべてのパフォーマンス領域と各要件は保証プロセスに従う必要がありますが、保証

プロバイダーは、時間と労力の大部分が最も重要なパフォーマンス領域に集中するように、保

証プロセスにリスクベースのアプローチを適用することが推奨されます。各施設に対して適切

なリスクベースのアプローチを開発するには、次の 2 つの重要な要素があります。1) 施設ベー

スのリスク要因、および 2) 管轄区域のリスク要因。   

• 施設ベースのリスク要因– 施設ベースのリスク要因を特定し、検討するにあたり、保証

プロバイダーは以下の点を考慮することをお勧めします。 

o 事務局から提供されたメディアスキャン。  

o 会社または施設のリスク登録簿（保証プロバイダーと共有されている場合）。 

o 保証プロバイダー自身の施設に関する知識。 
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o その他、会社が提供する書類 

保証プロバイダーは、初期計画の一部として特定された施設ベースのリスク要因を考慮

するだけでなく、書類審査や、現場観察、外部および労働者との面談など、保証プロセ

ス中に行われた観察の結果として、リスクベースのアプローチを調整することができま

す。 

• 管轄区域のリスク要因– 保証プロバイダーは、ナショナル・パネルが提供する管轄区域

のリスク評価(存在する場合)を考慮に入れることが奨励されています。  

保証プロバイダーは、独自の裁量で、施設ベースのリスク要因と管轄区域のリスク要因の両方

を考慮に入れ、施設から提供された文書やデータの評価と面談対象者の選定に力を注ぐための

サンプリング方法を決定し、採用する必要があります。   

サンプリング戦略は、広く認められた標準的な保証方法に準拠し、保証された結果とともに発

行される保証報告書で開示されなければなりません。 

文書およびデータのサンプリング方法は、施設とは独立して選択され、標準的な保証慣行と専

門家の判断に基づいて行われるものとします。  

 

4.2.8. ステークホルダーおよび権利者への事前通知 

施設は、確立された通信手段を使用して、保証対象施設での活動に関して、関連するステーク

ホルダーおよび権利保有者に保証プロセスを事前に通知します。情報とコミュニケーションの

アプローチは、言語、形式、合意されたコミュニケーションおよびエンゲージメントプロトコ

ル（存在する場合）との整合性を含め、各ステークホルダーおよび権利保有者グループに適し

たものとなります。施設は、この通信が行われたことを示す証拠を保持します。  

 

この事前通知は、ステークホルダーおよび権利保有者に対し、保証プロバイダーと連携して保

証プロセスに関する情報を提供するよう求める呼びかけのほか、主任保証プロバイダーの連絡

先、事務局の連絡先、および苦情処理メカニズムへのアクセス方法に関する情報が含まれます

。  

 

各施設は、コミュニティとのコミュニケーションのための適切な事前通知とは何かについて、

独自の定義を持っている可能性があります。ステークホルダーと権利保有者が検討・対応する
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時間を確保するため、保証業務の現地評価部分を実施する少なくとも 30 日前に通知を行う必要

があります。保証プロセスを開始する前に、この通知が行われたことを確認するのは、保証プ

ロバイダーの責任です。  

 

また、事務局は、その年に保証が予定されている統合鉱業基準施設のウェブサイトに年次リス

トを維持することが義務付けられています。このリストには、保証を受ける施設から提供され

る、主任保証プロバイダーの名前と連絡先、および保証計画の日付が含まれます。施設は、保

証プロセスが開始される 30 日前に事務局がウェブサイトに掲載できるように、少なくとも 40

日前にこれらの名前と日付を提供する必要があります。   

 

4.2.9. 現地訪問 

保証業務を実施するには、現地訪問が必須です。現地訪問は、保証プロバイダーが保証の過程

で施設を直接観察する機会を提供します。そのため、現地訪問は保証プロセスの中でも非常に

貴重かつ必要な一部となっています。また、現地訪問により、保証プロバイダーは、幅広い範

囲の従業員（経営陣を含む）や請負業者と面談したり、外部のステークホルダーや権利保有者

と計画的または即興的な方法で直接関わることができます。 

保証計画を作成するにあたり、保証プロバイダーと施設は、タイミング、期間、施設のオリエ

ンテーション、研修要件など、現地訪問のアプローチについて合意する必要があります。これ

は、保証プロバイダーが必要に応じて施設を検査する独立性を確保するために、可能な限りの

裁量で行うべきですが、これらは産業施設であり、管理者は安全要件やその他の物流上の制約

に基づいて合理的なアクセス制限を課すことができることを認識する必要があります。現地訪

問のスケジュールは、季節的な制約（雨季、雪に覆われた地面など）により、保証業務を成功

裏に完了するために重要な施設の一部をチームが見たり、アクセスしたりできない可能性を考

慮に入れます。      

まれに、例外的な状況（世界的なパンデミックやセキュリティ上の懸念など）により、施設の

リモート評価が検討される場合があります。リモート評価は、保証プロバイダーが施設に物理

的に立ち会わないオフサイト評価です。保証の範囲は一般的な保証プロセスと同じですが、現

地訪問はありません。リモート評価には、テクノロジーを利用して、通常は対面で観察される

施設の構成要素を視覚的に確認し、通常は対面で行われる面談を実施する「バーチャル現地訪

問」が含まれます。リモート評価は、施設の文書と記録のみを確認する机上の保証プロセスと
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は区別する必要があります。リモート評価では面談が必須であり、保証プロバイダーは、面談

対象者が自由に参加し、強制されることなく参加していることを確認する必要があります。 

このようなリモート評価の要請は、保証プロバイダーが明確な根拠を添えて事務局に書面で提

出する必要があります。事務局は、保証計画の実行開始前に、そのような要請をケースバイケ

ースで検討し、決定を下します。リモート評価プロセスが承認された場合は、保証報告書で開

示されなければなりません。リモート評価が完了した後も、施設はリモート保証を必要とする

状況を引き続き監視し、状況が許す限り、保証プロバイダーにフォローアップの現地訪問を依

頼することが求められます。3 年間の保証サイクル全体を通じて現地訪問が不可能な場合、施

設は、次の保証サイクルの一部として現地訪問を実施できなければ、パフォーマンスに関する

の資格を失います。   

 

4.2.10  労働者、ステークホルダー、権利保有者へのインタビュー  

保証プロバイダーは、保証プロセスの一環として、証拠を立証するためのインプットを収集す

るために、先住民族グループや地域コミュニティ、労働者(従業員や請負業者を含む)、地元で

活動する非政府組織(NGO)、コミュニティ組織、上流のビジネス関係、政府機関など、該当す

るパフォーマンスエリアに関連する知識を持つステークホルダーや権利保有者にインタビュー

を行う必要があります。面談対象者の選定の基礎は、保証プロバイダーと施設との間の話し合

いから始める必要があります。その間に、施設は保証プロバイダーに対し、ステークホルダー

および権利保有者グループ（可能であれば個人）のリストを含むステークホルダーマップまた

は同等の登録簿を提供します。またこの時点で、施設は、進行中の交渉や法的措置や、地域の

政治的影響、特定の個人/グループの根強い反対など、あらゆる敏感な事項を含め、提供された

リストに関するあらゆる背景情報を自由に提供することができます。  

保証プロバイダーは、関連性のある潜在的な面談対象者を特定し、保証プロバイダーが情報に

基づいて独立した基準で面談対象者を選択できたと確信できるように、施設から提供されたス

テークホルダーおよび権利保有者のリストを、調査（メディアスキャン、近隣コミュニティの

地図など）およびリスクの考慮に基づいて批判的に検討するものとします。保証プロバイダー

は、ステークホルダーおよび権利保有者のリストに重大なギャップがあることに気付いた場合

、それを施設に通知します。    
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労働者とステークホルダー/権利者の両方の面談のサンプルを選択する際に、保証プロバイダー

は次のことを行う必要があります。  

• 施設のリスクプロファイルを考慮し、リスクの高いパフォーマンス領域をカバーする適

切な面談を含める。 

• 弱い立場にある、過小評価されている、または多数派とは異なる見解や経験を持つと考

えられる人々を含む、さまざまな労働者や、ステークホルダー、権利保有者の視点を求

める包括的なアプローチを開発する。この方法論では、面談を通じて報告された情報が

個人やグループに帰属しないようにする必要があります。 

• 先住民族の権利保有者が特定されている場合、保証プロバイダーの評価に適切な情報を

提供できるように、十分な数の先住民族の権利保有者がリストに含まれていなければな

りません。 

• 労働者との面談に、対象となった個人/グループと、無作為に選ばれた面談対象者の一

部の両方を含める。保証プロバイダーは、サンプル対象の少なくとも 25%をランダムに

選択することが推奨されます。保証プロバイダーがこのガイダンスから逸脱する場合は

、逸脱の根拠を保証計画および保証報告書で開示する必要があります。  

サンプリング対象の個人とグループは、保証プロバイダーが選択する必要があります。面談は

、管理者や施設で働く者、または施設を代表する者が対面またはバーチャルで立ち会うことな

く実施する必要があります。労働者または先住民族が、組合の代表者や先住民族の代表者など

、彼らの利益を代表する人物の立ち会いを要請した場合、保証プロバイダーはこの要請に応じ

、そのような代表者が出席するのを待つ必要があります。 

 

4.2.11  労働者との面談 

保証プロバイダーは、施設のリスクプロファイルと専門的判断を用いて、以下に基づく労働者

との面談のサンプリングサイズと関連する計画を策定することが求められます。 

• 個人面談とグループ面談の組み合わせ。面談の目的や意図について、事前に管理者や専

門家の面談対象者と情報を共有することで、面談対象者は自分の視点や経験を共有する

準備が整った状態で面談に臨むことができます。 

• 公式および非公式の面談。   
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• 年齢、性別、国籍、臨時/正社員、従業員/請負業者、組合/非組合、施設での雇用期間、

およびマイノリティの声を含めるために必要なその他の要素などの特徴を考慮し、以下

に定義するサンプリングサイズに基づく労働者の代表サンプリング。  

• 労働力の相対的な割合とリスクプロファイルを考慮に入れた、従業員と請負業者との面

談の組み合わせ。  

• 代表サンプリングとランダムサンプリングの組み合わせ。上記のように、ランダムに選

択されたサンプルを少なくとも 25%含めることが推奨されます。  

目安として、保証プロバイダーは、面談対象者総数を最大 60 名の労働者 （従業員と請負業者

） に制限し、2総人口の平方根に当たる人数と面談することを目指す必要があります。たとえ

ば、900 名の従業員と請負業者（フルタイム相当）を雇用する施設の場合、サンプルサイズは

30 名の労働者となります。従業員および請負業者を問わず、面談を受ける労働者の正確な人数

は、保証プロバイダーの専門的な判断に委ねられます。保証プロバイダーは、保証計画と保証

報告書の両方に、提供されたガイダンスからの逸脱の根拠を含め、適用されたサンプリング方

法を記載する必要があります。   

対象分野の専門家との面談以外の労働者との面談に関しては、正式な面談と非公式の面談を組

み合わせる必要があります。非公式の面談は、より正式な面談中に受け取った情報を補完する

ことや、施設への特定の管理システムの導入状況に関する、特定の側面をテストすることを目

指す必要があります。より非公式な面談の場合、保証プロバイダーは、安全なタイミングと場

所で、通常数分程度の短時間、労働者を自分の業務から引き離す場合があります。一部の面談

は、小グループで行われることもあります。 

 

4.2.12 外部のステークホルダーおよび権利保有者との面談  

外部のステークホルダーや権利保有者との面談は、保証プロバイダーが特定のパフォーマンス

領域の基準に関する外部からの意見を得るための 1 つのメカニズムです。その他のメカニズム

には、コミュニティの認識調査、関与ログ、苦情/苦情登録簿など、最近の関与および苦情処理

メカニズムの結果の検討が含まれます。外部のステークホルダー/権利保有者グループは、机上

調査、リスクプロファイル、および専門的な判断に基づいて選択する必要があります。 

 
2これは、比較可能な自主的なサステナビリティ基準要件の確認、米国公認会計士協会のガイダンス、監査機関のサ

ンプリング方法に関する欧州連合のガイダンス、およびオーストラリア監査・保証基準審議会のガイダンスから導き

出されます。  
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面談対象者のサンプルには、次のものを含める必要があります。 

• 各主要カテゴリーのステークホルダーおよび権利保有者の代表者。これらのカテゴリー

に属する個人またはグループは、ステークホルダー/権利保有者グループの視点を代表

する能力と、過小評価されているグループまたは個人の視点や経験を確実に含める能力

に基づいて選択する必要があります。 

• 特定されたすべての権利保有者グループの意見。  

• 施設にとってリスクが高いと特定されたパフォーマンス領域に関する複数の視点。 

実施される面談の数は施設によって異なる場合があり、施設の場所、コミュニティへの近さ、

特定された権利保有者、およびそのリスクプロファイルによって影響を受けます。より高いレ

ベルのパフォーマンスを証明するためには、より多くの面談が必要となる場合があります（つ

まり、リーディングプラクティスとグッドプラクティスでは、基礎レベルよりも多くの面談が

必要になる場合があります）。さらに、労働者、ステークホルダー、または権利者との面談に

不一致が生じた場合、保証プロバイダーは、三角測量または証拠のクロスチェックを通じてこ

れらの不一致を調査する必要があります。場合によっては、保証プロバイダーは、不一致が孤

立したものか、またはパフォーマンス基準が満たされていないと結論付けるのに十分であるか

を判断するために、サンプルサイズを増やす必要があると判断する場合があります。 

保証プロバイダーは、保証されるパフォーマンス領域に関する情報を持っている可能性が高い

面談対象者が選択されていることを確認する必要があります。パフォーマンス領域の多くには

、関連するステークホルダーや権利保有者と関わるための要件が含まれています。例としては

、以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。 

• パフォーマンス領域 7（労働者の権利）では、労働者代表との関わりが求められます。 

• パフォーマンス領域 8（ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン）では、多様

な視点と経験を持つさまざまな労働者との関わりが求められます。これには、女性、

LGBTQ+、先住民族、マイノリティの労働者が含まれます。  

• パフォーマンスエリア 14( 先住民族)は、先住民族との関わりが必要です。  

• パフォーマンス領域18（ウォーター・スチュワードシップ）では、関連性があり、実現

可能な場合、流域または集水域における他の水利用者と関与することが求められます。 
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このような要件は、面談を通じて対処することが特に重要です。これは、個々のステークホル

ダーまたは少人数のステークホルダーグループと直接行うこともできますし、既存の委員会（

施設のダイバーシティ&インクルージョン委員会など）の代表者との面談を通じて行うことも

できます。面談プロセスでは機密性が非常に重要であり、調査結果の匿名性を確保するための

措置を講じる必要があります。面談は自由回答型とし、面談対象者が、保証プロバイダーが事

前に特定したパフォーマンス領域だけでなく、あらゆるパフォーマンス領域に関する観察や経

験を共有できる場を設ける必要があります。   

保証プロバイダーは、面談を通じて関連するすべての要件を確認する必要はありませんが、サ

ンプリングに基づいて、結果が概ね一貫したパフォーマンスの全体像を提供するという確信を

持てるよう十分に関与する必要があることに注意してください。    

計画プロセスの一環として、保証プロバイダーは、面談対象者に連絡する前に、提案された面

談リストを施設と共有し、必要に応じて施設が以下のことを行えるようにする必要があります

。 

• 面談対象者の参加同意と協力を得られる可能性を高めるため、事前に面談対象者に働き

かけ、紹介を行う。これは、外部のステークホルダーとの面談にのみ適用されます。対

面での面談が望ましいですが、面談は外部のステークホルダーの都合や希望、および物

流上の考慮事項に応じて、対面とバーチャルのどちらでも行うことができます。  

• 適切な場合に、外部のステークホルダーや権利保有者の時間や要求を尊重するため、他

の進行中の第三者監査や保証活動と併せて面談を行える機会を特定する。 

• 保証プロバイダーに関連する背景情報を提供するため、特定の面談対象者や運用状況に

関する敏感な事項を知らせる。まれなケース（たとえば、活発な法的紛争や繊細な交渉

）では、施設は、現在の状況を考慮して、特定のステークホルダーまたは権利保有者と

面談を行わないよう要請する場合があります。保証プロバイダーには、この要求の根拠

が明確に伝えられなければなりません。   

保証プロバイダーがこの根拠に同意せず、自らの独立性や面談戦略が損なわれていると

考える場合は、それを受け入れるべきではありません。保証プロバイダーが不確かな場

合は、事務局に連絡して話し合うことが推奨されます。保証プロバイダーと施設との間
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に重大な意見の相違が生じた場合、いずれの当事者も紛争解決プロセスを通じてこれを

提起することができます。  

保証計画には、外部ステークホルダーの面談対象者の種類と人数のリストを記録する必要があ

ります。保証計画には、ステークホルダーおよび権利者との面談の目標数と、十分な数の面談

を確実に実施するために保証プロバイダーが取るアプローチを含める必要があります。   

保証プロバイダーは、ステークホルダーの種類別に実施された外部のステークホルダーおよび

労働者との面談の数と、議論されたパフォーマンス領域が保証報告書に含まれることを面談対

象者に通知する必要があります。面談対象者からの要請がない限り、報告書には面談対象者の

名前は含まれず、特定のコメントの発言者も記載されません。また、保証プロバイダーは、各

インタビュー対象者に対し、プロセスおよびそれへの関与に関して提起したい懸念がある場合

に、統合鉱業基準苦情処理メカニズムに連絡する方法についての情報を提供する必要がありま

す。 

各面談が完了したら、妥当な時間内に、保証プロバイダーは面談の要点の要約を各面談対象者

に提供し、保証プロバイダーが取得した情報が正確であることを確認するものとします。この

要約は、現地訪問が完了した後に書面で提供することができます。ただし、保証プロバイダー

が要点を口頭で要約することを面談対象者が希望する場合、保証プロバイダーはそうすること

ができます。面談対象者の匿名性を保護するために、保証プロバイダーは、面談対象者が自分

のコメントが自分に帰属することに同意しない限り、施設に返信される情報が面談対象者の身

元を推測できないレベルであることを確認する必要があります。   

保証プロセスの終了時に、施設は、保証プロセスの事前通知に使用されたのと同じ通信手段を

使用して、最終的な保証報告書をステークホルダーおよび権利保有者に配布する必要がありま

す。この通信の一環として、保証報告書の内容または正確性についてフィードバックを提供し

たり、観察したりする場合は、保証プロバイダーに直接連絡することでフィードバックを提供

できることを、ステークホルダーおよび権利保有者に通知する必要があります。保証プロバイ

ダーは、特に事実の正確性の問題については、保証計画に収まるような合理的な時間を提供す

る必要があります。さらに、ステークホルダーと権利所有者は、統合鉱業基準の苦情処理メカ

ニズムにいつでもフィードバックを提供できます。   
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4.2.13  保証計画 

保証プロバイダーは、施設および事務局による提出および審査のために、保証計画書を作成す

ることが義務付けられています。保証計画書は、保証契約の実行段階の開始予定日の少なくと

も 10 営業日前に、完全性の確認のために事務局に提出する必要があります。事務局がこの 10

日間に応答しない場合、計画書は完成したものとみなされ、保証プロセスを開始することがで

きます。この計画書には、少なくとも次の情報が含まれている必要があります。 

• 主任保証プロバイダーの名前、保証チームのメンバー、オブザーバー（該当する場合）

、およびチームの各保証プロバイダーに関連する会社の名前。翻訳者が必要な場合は、

翻訳者の名前（その時点でわかっている場合）や翻訳者との契約方法を、計画書に明記

する必要があります。  

• 保証の範囲： 

o 保証されるべき施設および運用境界。 

o 該当するパフォーマンス領域の一覧。保証プロバイダーは、該当しない（N/A）

、したがって保証の範囲外となると判断されたパフォーマンス領域を除外する根

拠を文書化するものとします。  

• 実行の方法論とアプローチ： 

o 文書と記録をどのように共有し、施設がどのような情報を収集して提供すべきか

を理解できるようにするための手順。これには、文書請求リストや必要な証拠の

種類の例が含まれる場合があります。 

o 施設訪問の日付、事前に満たす必要のあるオリエンテーション要件、および安全

またはセキュリティ上の懸念のために保証プロバイダーに課せられる可能性のあ

る制限を含む、施設訪問計画。 

o 労働者、ステークホルダー、権利保有者の面談計画（必要に応じて翻訳やその他

のサポートを手配する責任が含まれます）。 

o 「保証計画」の章で説明されているリスクや重要性、サンプリング計画、特定さ

れたリスクベース、制御および検出リスクのリスト（たとえば、施設訪問に課せ

られた制限に起因するもの、または面談対象者の選択に関して施設から要請があ

った場合など）、および第 3 章第 2 項に従って共有された情報がどのように考慮
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されたかに基づく、各パフォーマンス領域に対する保証の取り組みの幅と深さに

対する全体的なアプローチ。 

• 保証スケジュール。 

 

4.2.14 保証プロセスのオブザーバー 

統合鉱業基準、保証プロバイダー、または施設は、スタッフの研修、保証プロセス内の改善機

会の特定、保証プロバイダーの品質監視など、さまざまな理由で、追加の関係者にサイト訪問

への参加を要請することができます。   

現地語での面談や書類の確認には、通訳者や翻訳者の協力が必要となる場合もあります。これ

らの個人が認定保証プロバイダーでない場合は、オブザーバーと見なされます。   

研修中の保証プロバイダーや、外部組織、（存在する場合は）国内委員会の代表者など、他の

オブザーバーも参加を申請できますが、これは施設と保証プロバイダーの明示的な同意がある

場合に限ります。 

オブザーバーは、保証プロセスまたは保証プロバイダーの決定を妨害してはなりません。オブ

ザーバーは、統合鉱業基準、施設、および保証プロバイダーのすべての方針と手続きに従うも

のとします。事務局のスタッフを除き、保証プロバイダーは、ステークホルダーおよび権利保

有者との面談からオブザーバーを除外する権利を有します。同様に、面談対象者は、面談から

オブザーバーを除外する権利があります。オブザーバーは、施設、保証プロバイダー、および/

または統合鉱業基準の要求に応じて、秘密保持契約に署名するよう求められる場合があります

。 

保証プランを事務局に提出する前に、統合鉱業基準、施設、および保証プロバイダーのすべて

、すべてのオブザーバーに通知し、同意を得、関連するすべてのポリシーと手順に同意したこ

とを確認する必要があります。 

4.2.15 保証計画の審査 

保証プロバイダーは、保証計画が実施される言語で、保証計画を事務局に提出することができ

ます。計画は、保証プロセスの実行フェーズの開始予定日の少なくとも 10 営業日前に提出する

必要があります。これにより、事務局は計画が完成し、統合鉱業基準の保証プロセスに準拠し

ていることを確認するためのハイレベルなレビューを実施できます。計画の調整が必要な不一
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致は、10営業日以内に保証プロバイダーに通知されます。10日間の期間の終了時に、事務局か

ら回答がない場合、保証計画は完成しており、保証の枠組みに準拠していると見なされ、保証

プロセスの実施段階を開始することができます。計画が英語以外の言語で事務局に提出された

場合、事務局は自動翻訳サービスを使用し、計画が完成していることを確認します。   

 

4.3. 施設評価の実施 

この段階の目的は、該当する各パフォーマンス領域に対する施設の適合性レベルを確認するこ

とです。実施段階では、保証プロバイダーは、証拠の収集と分析のために、書類審査と施設訪

問を行います。 

4.3.1. 机上審査 
保証プロバイダーは、準備を強化して現地での時間を有効に活用するため、施設訪問に先立ち

、各パフォーマンス領域について施設から提供された文書と記録を確認します。 

 

4.3.2. 施設訪問 
現地において、保証プロバイダーは、施設の健康、安全、セキュリティに関するすべての要件

の遵守を含め、承認された保証計画を実施します。保証プロバイダーは、必要に応じて、施設

と協議して、計画を柔軟に調整できます。施設訪問には以下が含まれます。 

• 固有のリスク、管理リスク、および検出リスクを考慮した、リスクベースの記録とデー

タのサンプリング。 

• 施設の運営、インフラ、および活動の直接観察。 

• 管理者および労働者との面談。 

• 文化的に適切な協議と対話の手法を用いた、ステークホルダーや権利保有者との面談。  

• 保証プロバイダーが、少なくともグッドプラクティスレベルを達成するための潜在的な

ギャップを特定し、施設が提供する追加の証拠があるかどうかを確認するクロージング

ミーティング。 

 

既存のプロセスと慣行（主要な慣行やギャップを含む）の証拠と観察結果は、保証ワーキング

ペーパーまたは保証プロバイダー独自の保証管理ツールに記載する必要があります。  

 

4.3.3. 面談 

保証プロバイダーは、保証業務の実施段階において、労働者、ステークホルダー、権利保有者

の全員に対する面談計画を実行します。面談は、可能な限り対面で行われ、文化的に適切な協

議および対話の手法を採用する必要があります。  
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労働者、外部のステークホルダー、または権利保有者が保証プロセスの一環として面談を拒否

した場合は、彼らの立場を尊重し、文書化する必要があります。面談候補者が複数回の面談の

要求に応答しない場合、保証プロバイダーは、回答を引き出すために面談候補者に連絡する際

に、施設に支援を依頼する必要があります。返答がない場合、保証プロバイダーは、面談候補

者に連絡するために講じた手順を文書化し、面談プロセスの目的と意図を満たすのに十分な面

談を確保するために合理的な努力をする必要があります。つまり、評価の結論を裏付ける十分

な客観的証拠を収集する必要があります。  

面接を受ける可能性のある人が参加を希望するが、参加に対する能力の障壁を特定する場合、

保証プロバイダーは、面接を受ける可能性のある人の許可を得て、施設の担当者と統合鉱業基

準事務局にこの点に注意を喚起し、特定された障壁に対処し、面接を受ける可能性のある人が

参加できるようにする機会を特定する必要があります。   

面談の回数や内容により、保証プロバイダーが評価の結論に達する能力に何らかの制限が生じ

る場合は、その制限とその重要性を、保証報告書に記載しなければなりません。  

保証プロバイダーは、ステークホルダーのタイプ別に実施された外部面談および労働者面談の

回数と、議論されたパフォーマンス領域が保証報告書に含まれることを面談対象者に通知する

必要があります。報告書には面談対象者の名前は含まれず、特定のコメントの発言者も記載さ

れません。  

 

 

4.3.4. パフォーマンス判定 

上記の活動と収集された証拠の結果として、保証プロバイダーは、各パフォーマンス領域に関

する施設のパフォーマンスレベルを結論付け、証明する準備ができていることが求められます

。 

パフォーマンス領域でいずれかのレベルを達成するには、そのパフォーマンスレベルと、それ

以下の全パフォーマンスレベルのすべての要件が満たされている必要があります。 
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表 1 – パフォーマンスレベル 

基礎レベル グッドプラクティスレベル 
リーディングプラクティスレ

ベル 

基礎レベル  

は、最低限の業界標準に準拠す

るための出発点であり、施設は

それに基づいてパフォーマンス

を構築し、改善することができ

ます。このレベルの企業は、責

任ある鉱業にコミットしていま

すが、グッドプラクティスと業

界標準の実施にはまだ「道半ば

」の状態です。 

グッドプラクティスレベル 

は、業界標準および国際規範、

枠組み、ガイドラインに沿った

実践レベルです。グッドプラク

ティスレベルは、すべての鉱業

会社が継続的な改善を追求する

中でやがて達成すべき最低限の

実践レベルです。  

リーディングプラクティスレ

ベルは、責任ある業界のグッド

プラクティスを超えて、リーダ

ーシップやベストプラクティス

を実証する実践レベルです。 

 

施設が基礎レベルのすべての要件を満たしていない場合は、「基礎レベルを満たしていない」

と評価されます。 

 

 
 

4.3.5. 不適合および是正措置 
施設が統合鉱業基準保証プロセスを使用して独立した保証を行う場合、保証プロバイダーは、

基準のさまざまなパフォーマンス領域に含まれるさまざまな要件への不適合を特定することが

できます。他の標準とは対照的に、統合鉱業基準は主要な不適合と小さな不適合を区別しませ

ん。その代わりに、この基準は、施設が改善措置を実施し、その結果を保証された結果に反映

できる 2 つの期間を保証プロセス内に設けています。   

 

4.3.5.1 期間 1：即時の是正措置 
最初の期間は、現地評価の間、およびその直後です。保証プロバイダーが不適合を特定し、施

設に通知した後、施設は直ちに改善措置を講じることができます。施設は、クロージングミー

ティングから最大 1 か月（30 日）以内に、不適合が対処されたことを示す追加の証拠を提出す

る必要があります。この短い期間中は、通常、ポリシーステートメントや、公開文書、関与計

画の最終決定など、軽微な管理上の事項に焦点が当てられます。この追加の証拠を受け取った

後、保証プロバイダーは、不適合が対処されたかどうかを判断し、対処されている場合は、保

証報告書の公開前に施設の評価を調整します。  
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4.3.5.2 期間 2：中期的な是正措置 
第 2 の期間は、最終保証報告書の受領後 9 ヶ月間です。この期間中、施設は不適合に対処する

ために追加の是正措置を講じることを選択でき、それに応じて保証プロバイダーに保証報告書

を更新するよう要求することができます。施設の裁量により、1 つ以上の特定の不適合に対処

するために是正措置が実施されたという証拠を提出し、実施された措置の結果を確認するため

に保証プロバイダーを再度参加させることができます。十分と判断された場合、保証プロバイ

ダーは、更新された評価を確認するための補足的な保証報告書を作成し、事務局に提出します

。   

この第 2 の期間中に実施される追加の保証は、パフォーマンス領域全体ではなく、施設が是正

措置を通じて対処した不適合に関連する特定の要件に絞られます。この期間中の評価の変更は

、事務局によって更新された評価として公表され、補足的な保証報告書に記載されます。   

これら 2 つの期間を過ぎると、次の保証契約が開始されるまで、保証評価を変更することはで

きません。ただし、施設は、必要に応じて、改善計画のセクションに記載されている改善計画

を実施することが期待されます。 

 

4.3.6. 重要な通知 

保証プロバイダーは、保証プロセス中に以下のいずれかが特定された場合、できるだけ早く事

務局に通知する必要があります。 

• 保証プロセスの実施または施設が講じた措置により、ステークホルダー、権利保有者、

労働者、または保証プロバイダーの安全が危険にさらされている。 

• ステークホルダー、権利保有者、労働者、または保証プロバイダーが、保証プロセスに

参加したことで脅威または報復を受けている。 

• 保証プロバイダーが、合理的な安全またはセキュリティ上の注意事項、または合理的な

ビジネス上の機密保持に関する考慮事項以外の理由により、評価の完了に必要なドキュ

メント、場所、または個人へのアクセスを拒否される。制限が不合理であると考える場

合、保証プロバイダーは、事務局にその旨を申し出るものとし、事務局は保証プロセス

の対象となる会社と協議します。 

• 評価に使用された文書、記録、またはその他の証拠に改ざんがある。  

• 犯罪行為または施設に関連するその他の違法行為に関する詐欺、贈収賄、汚職の証拠。 
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上記に基づき、事務局は、評価を安全に継続または終了できるようになるまで、保証プロセス

を停止または延期するよう命じることができます。法律で義務付けられている場合、または生

命や環境に対する確実な脅威が観察された場合、保証プロバイダーまたは事務局のいずれかが

、事故または観察結果を当局に報告することが求められます。上記のような状況が当局に報告

するための適切な基準を満たしているかどうかにかかわらず、重要な通知があった場合は、保

証プロバイダーまたは事務局が社内の適切なリーダーシップに報告する必要があります。 

4.4. 報告 

保証プロセスの完了時に、保証プロバイダーは、保証の範囲に含まれる各パフォーマンス領域

の施設レベルの保証評価を明確に示す保証報告書を作成します。保証報告書は、付録 C のテン

プレートを使用して作成する必要があります 統合鉱業基準のウェブサイトには、保証された評

価と、保証を受けた各施設の保証報告書が含まれます。  

保証報告書により、保証プロバイダーは結果を標準化して提示することができ、それには以下

のセクションが含まれます。 

• 施設に関する情報：このセクションには、保証の範囲に含まれる施設や、運営、インフ

ラの場所、種類など、施設に関する基本情報を記載する必要があります。 

• 保証プロバイダーと保証に関する情報：このセクションには、保証プロバイダー

に関する情報（事務所、チームメンバー、役割と資格、保証期間と保証活動の日付、保

証方法と活動の概要など）を記載する必要があります。 

• 所見：このセクションでは、 保 証 プ ロ バ イ ダ ー

は、各パフォーマンスエリアの各サブカテゴリーの評価を提供し、関連する場合はこれ

らの指標に関する簡単な解説を提供することを求めています。コメントには以下が含ま

れるものとします。 

o 特定の指標に対する施設の評価に寄与する主要な要素（例：「包括的な管理シス

テムが導入されており、それには以下が含まれます……」）。 

o 文書のタイトルと公開日、各パフォーマンス領域で行われた面談など、観察され

た証拠の説明。 

o ステークホルダーのカテゴリー別の面談対象者の数。分類は、個々の面談対象者

が特定できないようにする必要があります。  

o 特定のパフォーマンスレベルを満たすために提供された証拠によって適切にサポ

ートされていない要件を特定します。 
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o グッドプラクティスレベルを達成するために必要なパフォーマンスとのギャップ

（例：「施設には先住民コミュニティと連携するための効果的なプロセスがある

が、グッドプラクティスレベルを達成するために必要な要件 GP4 が欠けている

」）。  

• 保証書：このセクションは、保証 プ ロ バ イ ダ ー

が記入し、署名する必要があります。保証 プ ロ バ イ ダ ー

は、保証が保証プロセスに従って実施され、報告書に含まれる評価の正確性が保証され

ていることを確認するよう求められます。また、保証 プ ロ バ イ ダ ー

が制限事項や追加のコメントを記載するセクションもあります。 

• その他：施設との話し合いで合意された追加のコンポーネント。  

要件が満たされているが、保証プロバイダーが有効性または効率を高める機会があると考える

場合、保証プロバイダーは、報告書内または施設への別の書簡で、改善のための観察事項とし

てこれらを特定することができます。ただし、これはパフォーマンス結果に影響しません。  

保証報告書に加えて、保証プロバイダーは、記入済みの評価チェックリストを含むワーキング

ペーパーを保持する必要があります。保証プロバイダーは、保証プロバイダー監視プロセスの

一部として、そうした書類の提出を求められる場合があります。  

保証プロバイダーは、現地訪問の完了から 1 ヶ月以内に報告書を作成して施設に提出し、事実

の正確性について施設による確認を受けるものとします。報告書は、現地訪問の完了から 2 か

月以内に事務局に提出され、事務局は現地訪問から 3 か月以内に審査を完了し、報告書をウェ

ブサイトに公開するものとします。    

事務局の審査により、少なくとも、保証報告書には以下が含まれていることが確認されます。 

• 各パフォーマンス領域の各サブカテゴリーの評価。 

• グッドパフォーマンスレベルを下回るパフォーマンス領域については、そのグッドパフ

ォーマンスレベルを達成するために満たされていない個々の要件の特定。 

• 実施された面談は、情報を提供した人々の匿名性を保護する方法で文書化されるべきで

あることに留意し、評価の正確性を判断するために確認された証拠と実施された面談を

文書化した、各パフォーマンス領域の各サブカテゴリーに関する記述。 

• 以下の要素が完了したことの確認。 

o 影響を受けるコミュニティに保証プロセスに関する事前通知が提供されたこと。 

o 施設訪問が行われたこと。 



コンサルテーションドラフト 

2024年 10月 

36/44 
 

o 労働者面談の数が適切な閾値を満たしたこと。 

o 保証プロバイダーが、十分な数のステークホルダーと権利保有者との面談を選択

して実施するために必要な情報と裁量を有していたこと。 

 

報告書が完成したと判断された後、事務局は、グッドプラクティス・レベルを達成するための

関連する継続的改善計画を含む最終的な保証報告書を、統合鉱業基準のウェブサイトで公開し

ます。   

保証報告書は、保証に使用された言語で提出することができます。ただし、報告書の言語が英

語でない場合は、報告書は英語でも公開する必要があります。これを促進し、翻訳の一貫性を

確保するため、事務局は、施設および保証プロバイダーが使用できる推奨翻訳者のリストを管

理します。事務局は、有料で翻訳も承ります。   

  

4.5. 継続的改善計画 

統合鉱業基準の継続的な改善を推進するためのアプローチの重要な側面は、基礎レベル、グッ

ド・プラクティス・レベル、リーダーシップ・レベルという 3 つのレベル・パフォーマンス・

スケール(表 1を参照)です。施設がより上のレベルに進むためには、達成したと主張する各レベ

ルに含まれるすべての要件を満たす必要があります。   

例えば、グッドプラクティスレベルを達成するには、施設は基礎レベルとグッドプラクティス

レベルのすべての要件を満たす必要があります。施設が特定のパフォーマンス領域の基礎レベ

ルですべての要件を満たしていない場合、その施設は「基礎レベルを満たしていない」と見な

されます。このレベルシステムは、より高いレベルのパフォーマンスを示す明確な基準を設け

ることで、継続的な改善を促すよう設計されており、施設はそれに向けて業務の改善とリスク

管理に努めることができます。   

また、この標準は、地理、商品、操業の種類など、さまざまな指標で結果を集計できるように

設計されており、鉱業、地域、商品の全体または一部にわたる広範な改善パターンを示すこと

ができます。 

その継続的な改善モデルの一環として、統合鉱業基準および保証プロセスを使用するすべての

施設は、少なくとも、長期にわたるパフォーマンスのグッドプラクティスレベルを達成するこ

とを約束します。   
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施設は、すべてのパフォーマンス・エリアでグッド・プラクティス・レベルの取得に向けて取

り組み、最初の独立した評価の後、グッド・プラクティスを達成するために埋める必要のある

ギャップを特定し、それを埋めるために取るべき行動を文書化する継続的な改善計画を作成し

、統合鉱業基準のウェブページで公開するために事務局と共有する義務があります。行動計画

は、事業の機密性に十分配慮して公開されます。継続的改善計画は、最終保証報告書の発行か

ら 30 日以内に事務局に提出する必要があります。  

 

さらに、施設の独立した保証の間の数年間に、施設は継続的改善計画を更新し、少なくとも暦

年に一度、ウェブサイトで公開するために事務局と更新内容を共有する必要があります。   

 
表 2 – 継続的改善計画はいつ必要ですか？ 
 
 継続的改善計画 継続的改善計画の保証 

参加に関す

る 
該当しない 該当しない 

保証に関す

る 

グッドプラクティスレベルの達成に

あたり不適合が存在する場合に必要

です。   

グッドプラクティスレベルを達成し

た後は必要ありません。 

不適合が存在し、施設がグッドプラクテ

ィスレベルを達成していない場合に必要

です。 

パフォーマ

ンスに関す

る 

 
 

4.5.1. 再保証  

 
施設は、3 年ごとに全面的な再評価を行うことで、継続的なパフォーマンスを実証する必要が

あります。前回の開始日（施設と事務局が協定を締結した日）から 3 年が経過した時点で、プ

ロセスは再び開始されるものとみなされます。保証プロセスの使用を希望しない施設は、その

日より前に事務局に通知する必要があり、統合鉱業基準報告およびに基づく統合鉱業基準を行

う資格がなくなります。 

評価の範囲に大幅な変更があった場合、またはその間に評価に影響を与える可能性のある重大

な事象や事故が発生した場合、施設は事務局に通知する義務があります。   

重要な変更やイベントには、次のようなものがあります。 
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• 施設の運営上または買収による重大な変更（例：操業停止、採掘または処理方法の変更

、保守管理への移行）。 

• 売却、合弁事業の締結、合併、または買収による施設の所有権または運営主体の変更。 

• 重大な環境に悪影響を与える環境事故3。または 

• 1 人以上の死亡者を出した重大な労働災害または事件。または 

• 人権に著しい負の影響を与える事象。 

事務局は、施設が統合鉱業基準に対して保証されたを行う能力および/または公表された結果に

影響を与えるかどうかを判断するために、情報を検討します。 

 

5. 紛争解決プロセス 

5.1. ステージ 1：事務局によるガイダンス 

保証プロバイダーと施設が、1 つ以上の要件の解釈、または要件が満たされていることを示す

ために施設から提供された証拠について意見が一致せず、両者間で解決できない場合は、共同

で事務局に連絡し、この不一致について話し合う必要があります。事務局は、保証プロバイダ

ーと施設が合意に達するのを支援するため、可能な場合は、関連するパフォーマンス領域の適

用経験に基づく解釈ガイダンスを提供します。  

5.2. ステージ 2：取締役会小委員会 

合意に至らなかった場合、いずれの当事者も、より正式な段階である紛争解決プロセスの第 2

段階を発動することができます。この段階では、事務局は取締役会の小委員会を巻き込んで問

題を検討し、拘束力のある決定を下します。これらの問題を解決するためのプロセスは次のと

おりです。 

1. 事務局は、施設または保証プロバイダーから、特定のパフォーマンス領域や要件の実施

に関する追加のガイダンスを提供するよう書面による要請を受けます。 

 
3重大な環境への悪影響には、以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。大気排出による悪影

響、許可量を超える地表水または地下水への放出、有害または非有害廃棄物の未処理または不適切な処分、地域の生

物多様性または生態系の変化、絶滅危惧種への影響、重要な生息地または保護地域への影響、疾病、負傷、死亡の原

因となる、または水へのアクセスや水質に悪影響を及ぼす、コミュニティへの影響。大規模な清掃や地域コミュニテ

ィの避難または移転を必要とする流出または放出。または土地や土壌の汚染。 
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2. 事務局は、この要請を取締役会の小委員会に付託します。 

3. 小委員会の主任代表者は、問題、施設固有の状況、および解釈の違いを理解するために

、保証プロバイダーと施設の両方と面談します。 

4. 主任代理人は、紛争の詳細を概説し、潜在的な選択肢とその影響を特定し、解釈ガイダ

ンスを推奨する短いブリーフィング文書を作成します。 

5. 主任代理人は、このブリーフィング文書を小委員会に回覧し、小委員会はブリーフィン

グ文書を検討し、72 時間以内にその決定を事務局に提供します。 

6. 事務局は、決定を受領後、可能な限り速やかに、保証プロバイダーおよび施設に決定を

通知します。 

7. 必要に応じて、ガイダンスは次回のパフォーマンス領域要件に反映されます。 

 

6. 公共の苦情処理メカニズム 

事務局は、すべてのステークホルダーがアクセスできる公共の苦情処理メカニズムを管理して

います。苦情は、次の形をとることがあります。 

 

• 事務局に対する苦情。事務局の管理者および取締役会が直接の統治責任を負う事務局の

ポリシー、手順、および運営プロセスの実施に関する苦情。 

• 施設の評価または、保証プロバイダーの行為、または適用されるすべての事務局のポリ

シー、手順、文書のガイダンスに従っていないと申し立てられた施設に対する苦情。苦

情は、保証プロセスまたは結果のいずれに対しても提起することができます。   

施設の運営上のパフォーマンスに関する苦情は、施設の苦情処理メカニズム、または管轄区域

内もしくは国際的に利用可能なその他のメカニズムを通じて対処する必要があります。苦情処

理メカニズムの目的は、事務局に提起された苦情が、適時に、包括的で一貫性や透明性のある

効果的な方法で、確立された方針と手順に従って処理されるようにすることです。  

事務局は、苦情の結果に悪影響を受けている、または利害関係を持っていると思われる組織ま

たは個人からの苦情を受け入れます。 
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苦情を提出するには、ステークホルダーは、その信憑性を裏付ける何らかの指標または証拠を

提供し、要請があれば匿名でその後の調査に参加する準備ができている必要があります。 

 

苦情を受領した場合、事務局は、苦情の真実性を判断するための審査を行うか、または委託し

ます。審査報告書が作成され、施設（苦情が施設に関連する場合）および苦情申立人と共有さ

れ、審査とコメントが行われ、公開されます。苦情が検証された場合、報告書には、苦情に対

応するためにどのような措置が取られるかが記載されます。これには以下が含まれますが、こ

れに限定されるものではありません。 

 

• 事務局の方針、手順、運営プロセスの変更。 

• 標準の特定の要件を見直すというコミットメント。 

• 施設の格付けの改訂。 

• 保証プロバイダーの認定とその取り消しの可能性の見直し。 

• 苦情の解決またはの撤回が保留されている施設のの停止。 

 

調査で犯罪の可能性のある活動が明らかになった場合は、適切な当局に照会されます。 

 

7. 継続的改善 

7.1. システム改善 

事務局は、保証プロセスの有効性について定期的な見直しを実施/委託し、保証プロセスが自ら

の目的と目標を満たしているかどうかを評価し、特定された場合は、システム改善の実施を監

督します。このプロセスには、保証プロバイダーの監督、統合鉱業基準保証プロセスの有効性

の一般的な評価、および調査結果と推奨事項を共有するための年次報告書が含まれます。  

7.2. 保証プロバイダーの監視プロセス 

事務局は、経験豊富で独立した保証プロバイダーに委託して、アクティブな保証プロバイダー

が保証プロセスに準拠し、統合鉱業基準要件の健全な解釈と適用を実証していることを確認す

るために、保証プロセスの年次レビューを実施します。このプロセスには、保証プロバイダー

のコンピテンシーの評価と、保証プロバイダー間での統合鉱業基準の解釈の一貫性のレビュー

が含まれ、保証プロバイダーと事務局の両方が継続的な学習と改善の機会を得ることができま

す。  
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見直しの範囲には、保証プロバイダーの資格情報、保証計画、および保証プロセスの要件への

適合を保証するためのサンプリング戦略が含まれます。また、この見直しでは、保証プロバイ

ダーの最終的な保証報告書と、パフォーマンス領域のサブセットの保証の実施に使用された文

書（記入済みのチェックリストなど）のコピーも評価されます。この見直しでは、機密審査の

ために施設の文書のコピーも要求される場合がありますが、施設の同意がある場合に限ります

。 

監視プロセスは、活動中の各保証プロバイダーの業務が少なくとも 3 年から 5 年ごとに見直さ

れるように構成されています。この見直しでは、文書の確認と、各保証プロバイダーとの話し

合いが行われ、質問や、追加情報の収集、フィードバックの提供が行われます。見直しの結果

は、保証プロセスの継続的な改善を支援するための報告書として事務局と共有されます。報告

書は、事務局のウェブサイトでも公開されます。このレポートは、全体的な観察結果と結論を

要約し、保証プロセスを改善するための推奨事項を提供します(正当化される場合)。 

 

直接的な監視および見直しのプロセスから得られたフィードバックまたは推奨事項のうち、個

々の施設に関連するものは、各施設およびその保証プロバイダーと共有されます。保証プロバ

イダーのアプローチに懸念事項が確認された場合、施設の評価は変更されませんが、施設はそ

の後の自己評価および保証プロセスで関連する調査結果を考慮する必要があります。公開され

る報告書には、見直しで検討されたさまざまな保証プロバイダーと施設が明記されますが、特

定された懸念事項に関連する施設の保証プロバイダーは明記されません。  

 

7.3. 一般的な監視プロセス 

一般的な監視プロセスにより、事務局は、直接の監督およびレビュープロセスと並行して、統

合鉱業基準保証プロセスのさまざまな要素の有効性を毎年評価することができます。例えば、

事務局は、保証プロバイダーの解釈の一貫性を評価するため、または保証プロバイダーが保証

プロセスのコンピテンシー要件をどのように満たしているかを調査するために、特定のパフォ

ーマンス領域を見直すことができます。このプロセスは、保証プロバイダーへのアンケート調

査または短い電話面談を通じて行われます。調査結果は、顧客や投資家の進化する期待に応え

、基準のベストプラクティスの変更に対処し、統合鉱業基準の実施を通じて浮かび上がる問題

を検討するための事務局の進行中の政策作業に情報を提供する可能性があります。 
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7.4. 年次監視報告書 

 

事務局は、直接監視プロセスと一般監視プロセスの両方をまとめた年次報告書を作成すること

により、監視プロセスの透明性を確保します。  

 

この報告書には、実施された見直しの種類に関する情報と、結果と所見の要約が含まれていま

す。また、保証プロセスの有効性を向上させるため、または保証プロバイダーやその施設に追

加のガイダンスが必要と思われる領域を強調するための見解や推奨事項も含まれています。事

務局は、保証プロバイダーとの事前の協議なしに、保証プロバイダーに関する情報を公開した

り、保証プロバイダーの個々の評価を参加者または第三者と共有したりすることはありません

。 

 

これらの推奨事項は、事務局が毎年実施する保証プロバイダーの調査によって通知され、統合

鉱業基準に関連する質問や問題を記録することもできます。この報告書には、個々の保証プロ

バイダーまたは施設を特定できないように、統合された情報が含まれています。事務局は、報

告書を鉱業委員会および可能な場合は国内委員会と共有し、議論や認識向上を図ります。  

 

また、この報告書は事務局のウェブサイトに掲載され、年次研修中に保証プロバイダーと話し

合われます。本報告書の推奨事項は、保証されている場合、保証プロセス、統合鉱業基準、ま

たはその他の統合鉱業基準の方針やプロトコルの改訂に反映されます。 
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付録 

A. 定義 

：統合鉱業基準関連のは、公開されている、または企業間(B2B)通信で使用されるま

たは表明であり、文書化されており、次の 1つ以上で構成されています。 

• 統合鉱業基準sのロゴまたはCopper Markなどの金属マークの使用。 

• 連結基準に基づく保証されたパフォーマンスの閾値の達成に関するテキス

ト。 

 

ステークホルダー：施設の運営管理に関する決定に関心を持つ、または影響を受ける可能性が

あると考える個人およびグループ。  

施設：統合鉱業基準業績指標を適用できる会社の明確な営業単位。企業は、自社の施設を異な

る方法で分類する場合があります。施設の定義は、活動、製品、地理的範囲、および管理に基

づいています。施設は、同じ地理的領域内の異なる場所で、同じ経営管理下にある複数の活動

を含む場合があります。 

保証プロバイダー：「保証プロバイダーの委託条件」のすべての要件を満たし、認定保証プロ

バイダーとして登録されている個人または個人のチームが、施設から統合鉱業基準性能の外部

保証を実施するよう依頼されています。 

証拠：何かの存在や真実性を裏付けるデータ。客観的な証拠は、観察、測定、テスト、面談、

またはその他の手段を通じて得ることができます。保証を目的とした客観的な証拠は、一般的

に、基準に関連し、検証可能な記録、事実の記述、またはその他の情報で構成されています。(

ドローISO 19011:2018より。 

 

保証計画：保証のための活動と手配の説明  

（ISO 19011:2018 から引用し、監査の代わりに保証に置き換えています）。  

 
 

B. 公認監査員のトレーニング資格のリスト 

 

公認監査員トレーニングの資格には、次のものが含まれます。 

• ISAE 3000  

• ISO 19011 主任監査員コース  

• Association of Professional Social Compliance Auditors（APSCA）認定ソーシャル

コンプライアンス監査員  

• AA1000 認定サステナビリティ保証プラクティショナー  
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• ISO14001 監査員（環境マネジメントシステム）  

• ISO 45001 監査員（労働安全衛生）  

• 5 日間のマネジメントシステム主任監査員  

• IRCA 主任監査員研修  

 

その他の資格は、その資格を保有する者が以下のすべての分野で研修を受けていることを証明

すれば、上記と同等とみなされる場合があります。  

• 専門家としての懐疑心、判断力、倫理観  

• 保証業務の計画と実行  

• 重要性とリスクに関する考慮事項  

• 限定的かつ合理的な保証  

• 証拠の収集と確認の方法論  

• 保証報告書の作成  

• ステークホルダーの関与  

 

C. レポートテンプレート(別紙)  
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` 

24.鉱山の閉山

保証プロバイダーの名前
評価日
評価期間
評価方法の概要

アセスメント活動の概要

独立したファシリティ評価

その他：
インフラストラクチャ

ファシリティについて

評価の範囲

営業活動

その他：

対象材料

その他：

対象材料の最終製品

1.企業の要件

2.ビジネス倫理と誠実さ

3.責任を負うべきサプライチェーン

4.新しいプロジェクト、拡張、再設定

5.人権

6.児童労働と強制労働

7.労働者の権利

8.多様性、公平性、包摂性

9.安全で健康的で、尊重しあう職場

10.緊急事態への準備と対応

11.セキュリティ管理

12.利害関係者の関与

13.地域社会への影響とメリット

14.先住民族

15.文化遺産 

16.零細/小規模採掘 

17.苦情処理管理

18.ウォータースチュワードシップ  

19.生物多様性、生態系サービス、自然

20.気候変動

21.廃滓  

22.汚染防止

23.サーキュラーエコノミー

連結標準評価報告書

ファシリティ情報

ファシリティ名
住所
事業国
ファシリティで生産されたブランド名と対応する取引所

保証書

結論
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パフォーマンスエリア 格付け

1.企業の要件

1.1 

取締役会および経営幹部の説明責任、
ポリシーおよび意思決定 

1.2 サステナビリティレポーティング  

1.3 鉱物収入の透明性   

1.4 危機管理とコミュニケーション 

2.ビジネス倫理と誠実さ
2.1 法令遵守 

2.2 企業倫理と説明責任  

3.責任を負うべきサプライチェーン
4.新しいプロジェクト、拡張、再設定

4.1 

新規プロジェクトおよび拡張のリスク
と影響評価 

4.2 土地の取得と再設定  

5.人権

6.児童労働と強制労働

7.労働者の権利

7.1 

労働者の権利リスク、軽減、および運
用パフォーマンス 

7.2 

従業員と請負業者(労働者)の苦情処理メ
カニズム 

8.多様性、公平性、包摂性

8.1 

多様性、公平性、包摂性のガバナンス(

全社) 

8.2 

多様性、公平性、包摂性マネジメント(

ファシリティレベル) 

8.3 

多様性、公平性、包摂性のモニタリン
グ、パフォーマンス、レポーティング(

ファシリティレベル) 

9.安全で健康的で、尊重しあう職場
9.1 安全衛生管理  

9.2 心理的安全性と尊重し合う職場 

9.3 トレーニング、行動、文化

9.4 

モニタリング、パフォーマンス、レポ
ーティング  

10.緊急事態への準備と対応
11.セキュリティ管理
12.利害関係者の関与
13.地域社会への影響とメリット

13.1 

コミュニティの影響を特定し、対処す
る 

13.2 コミュニティの開発と利益
14.先住民族
15.文化遺産 

16.零細/小規模採掘 

17.苦情処理管理

システムの説明 特定されたギャップ (該当する場合)

 

要件のギャップの観点から書かれている(他のすべては改善の機会
とします)

格付けをサポートするために、高レベルから何が実施されている
か 

(パフォーマンスエリアの要件を参照)。公開されている情報へのリ
ンクは、特に強調表示されている場合は含める必要があります。

所見

ドキュメントの種類と、それらがシステムのパフォーマンスエリア/説明とどのような整合性がある
か、または整合性がないか。ドキュメントのタイトルと公開日を含めます。

サンプリングされたレコードの数とタイプ、およびそれらがパフォーマンスエリアと整合しているか
どうかをどのように示すか。

利害関係者のカテゴリ別のインタビュー対象者の数と種類。分類では、個々のインタビュー対象者が
特定できないよう配慮する必要があります。 

経営陣へのインタビューと、彼らがパフォーマンスエリアとの整合性をどのように確認するか。
労働者へのインタビューと、彼らがパフォーマンスエリアとの整合性をどのように確認するか、また
は整合していないか。必要に応じて、組合、女性、またはその他のマイノリティが含まれる場所に注
意してください。

外部の利害関係者へのインタビューと、彼らがパフォーマンスエリアをどのように確認するか、また
は確認しないか..

現場での観察と、それらがパフォーマンスエリアとの整合性をどのように確認するか、または一致し
ないか。

決定を裏付ける証拠
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18.ウォータースチュワードシップ  

18.1 

ファシリティ内の水の管理とパフォー
マンス 

18.2 共同流域管理 

18.3 水質報告 

19.生物多様性、生態系サービス、自然
20.気候変動

20.1.企業の気候変動戦略（企業レベル
）  

20.2.気候変動管理(ファシリティレベル
) 

20.3.年次気候変動公開報告(ファシリテ
ィレベル別集計報告) 

21.廃滓  

22.汚染防止 

22.1 廃棄物と危険物の管理 

22.2 非GHG大気排出 

22.3 マーキュリー 

22.4 シアン化物 

22.5 汚染物質の偶発的な放出 

22.6 

騒音、振動、粉塵、光害、迷惑行為  

23.サーキュラーエコノミー 

23.1 

鉱山ファシリティにおけるサーキュラ
ーエコノミー管理 

23.2 製錬所の追加要件 

24.鉱山の閉山 

パフォーマンスエリア 格付け

査定人が記入する

必要に応じて行を追加するか、不要な
場合は削除します

この保証プロセスは、[CONSOLIDATE

D 

STANDARD]保証フレームワークの条

件に従って実施され、したがって、主

にインタビュー、データ分析、および[

CONSOLIDATED 

STANDARD]のパフォーマンスエリア

の要件への経営陣の適合の主張に関連

するその他の証拠の調査(サンプルベー

ス)で構成されていました。 

本レポートに記載されている格付けは

、本ファシリティの保証プロセスで検

討された証拠に基づき、正確であるこ

とが保証されています。 

制限

追加コメント 

保証付与人の名前

保証構成証明の日付

リード保証付与人の署名 

保証付与人の証明

このドキュメントは、[CONSOLIDATED 

STANDARD]定款の要件、またはここに含まれる事項に関する該当する国、州、または地方自治体の法律、規制、またはその他の要件の置き換え、違反、変更を意図したものではなく、また部分的に変更するものでもありません。この文書は一般的なガイダンスを提供するものであり、ここに含まれる主題に関する完全で権威ある声明と見なすべきではなく、明示的に別段の定めがない限

り、第三者によって独立して監査または検証されておらず、予告なしにいつでも変更される場合があります。 

このドキュメントは情報提供のみを目的として提供されており、一般的な性質のものであり、信頼できるアドバイスとなることを意図したものではありません。[CONSOLIDATED STANDARD]は、お客様またはその他の者がこの情報に依存して行動した、または行動を控えた場合、またはそれに基づく決定の結果について、一切の責任を負いません。

このドキュメントは誠意を持って作成されていますが、[CONSOLIDATED STANDARD]は、適用法で許容される最大限の範囲で、このドキュメントの情報、資料、およびデータの正確性または完全性に関して、いかなる種類の責任または義務も受け入れません。							

特定されたギャップと改善活動(次のパフォーマンスレベルを達成するために埋める必要のあるパフォーマンスエリア)

特定されたギャップ ファシリティの対応(オプション)

改善に関してどのような行動が計画されていますか(参加者が完了することができます)
基準のどの要件が一致していませんか。それはシステム、実装、または影響に関連していますか
上からコピー/貼り付け

保証プロセスは、[CONSOLIDATED STANDARD]保証フレームワー

クに従って実施されました

本レポートの評価は、この保証プロセスに基づき正確であるとみなされ


